
医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のための
ワーキンググループの位置づけ

 令和２年３月の健康・医療戦略の改定に伴い、健康・医療戦略会議の下の会議の体制が見直され、「次世
代医療機器開発推進協議会」は「医療機器・ヘルスケア開発協議会」に改編された。

 当該改編に伴い、本協議会は健康医療戦略に基づくヘルスケア全般の開発に係る資源配分などを実質的
に議論する場とすることとなった。

 本協議会が、医療機器に特化し「開発」以外を含む本ＷＧの内容を報告する先としてそぐわなくなってきたこ
とを踏まえ、本ＷＧを協議会の下に位置づける必要性が特段なくなったため、本WGは基本計画に基づく独
立したＷＧとして継続させる。
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創薬支援ネットワーク
協議会

本部長 ：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官及び健康・医療戦略担当大臣

本部員 ：その他国務大臣

・健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進
・医療分野の研究開発の司令塔機能の本部の役割
➢ 医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進
➢ 医療分野の研究開発関連予算の総合的な予算要求配分調整 等

健康・医療戦略推進本部

議長：健康・医療戦略担当大臣
議長代行：健康・医療戦略担当大臣を補佐する内閣府副大臣

副議長：健康・医療戦略担当大臣を補佐する内閣府大臣政務官及び
内閣総理大臣補佐官（健康・医療戦略室長）

構成員：関係府省局長クラス

健康・医療戦略推進会議 本部令第２条
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ゲノム医療実現
推進協議会

次世代医療ＩＣＴ
基盤協議会

健康・医療戦略
ファンドタスクフォース

次世代ヘルスケア
産業協議会

医療国際展開
タスクフォース

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ
※事務局機能は厚生労働省が担う

｢従前｣の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のための
ワーキンググループの位置づけ
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